西都市男女共同参画審議会における公募委員選考要領

（趣旨）

第1条 この要領は、西都市男女共同参画審議会の委員の一部を公募により選定するも
のとし、その委員の選考に関しては、この要領に定めるところによる。

（応募資格）

第2条 応募資格は、次のとおりとする。

（１）　市内に居住し、通勤し又は、通学する者
（２）　年齢２０歳以上の者

（３）　平日の会議等に出席できる者

（公募委員の数）

第3条 　公募により選任する西都市男女共同参画審議会委員（以下「公募委員」とい

う。）の定数は、５人以内とする。

２　次に掲げる事由による場合は、公募によらず委員を選任することができるものとする。

（1） 申込期限までに応募がなかったとき。

（2） 応募者の全員が、応募資格を満たさなかったとき。

（3） 選考の結果、該当者がないとき。

（4） 応募者が公募人数に満たなかったとき。ただし、その満たさない人数に限る。

（5） 応募者が応募資格を満たさなかったことにより、公募人数に満たなかったとき。ただし、その満たさない人数に限る。

（6） 選考の結果、該当者が公募人数に満たなかったとき。ただし、その満たさない人数に限る。
（公募の方法）

第４条　公募にあたっては、広報への掲載その他の方法により行うものとする。

２　応募者は、様式１に定める応募用紙を提出するものとする。

（選考委員会の設置）

第５条　公募委員の選考を適切に行うため、西都市男女共同参画審議会公募委員選考
会（以下「選考委員会」という。）を設置する。
（選考委員会の組織）

第６条　選考委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

２　委員長は、市民課長をもって充てる。また、委員は市民課課長補佐、市民協働推進係長及び市民協働推進係の職員をもって充てる。

（選考の方法）

第７条　選考委員は、別に定める基準に基づき書類審査及び面接により公正に審査し
結果を市長に報告する。

（選考の結果）
第８条　市長は、前条の選考委員会において選考したときは、その結果を応募者に対
し通知するものとする。

（委任）

第９条　この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要領は、平成１８年４月１日から施行する。

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。

